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Ⅰ
．
子
ど
も
・
子
育
て

関
連
法
（
新
制
度
）
の

問
題
点

１
．
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
法
は
利
用
者
補
助

方
式（
施
設
型
給
付
等
）

導
入
法
案

　

介
護
保
険
制
度
や
障

害
者
自
立
支
援
法
案
な

ど
で
は
、
国
・
自
治
体

の
す
べ
て
の
園
・
施
設

へ
の
補
助
金
制
度
が
廃

止
さ
れ
て
い
る
。

２
．
給
付
制
度
と
保
育

必
要
量
の
認
定

　
「
保
育
必
要
量
」（
月

を
単
位
と
し
て
内
閣
府

令
で
定
め
る
期
間
）
の

認
定
を
行
う
と
規
定

（
同
20
条
3
項
）。

①
保
育
必
要
量
の
認
定

の
導
入
で
、
す
べ
て
の

施
設
で
子
ど
も
を
時
間

で
預
か
る
施
設
に
変

質
？

　

介
護
保
険
制
度
・
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
価
額

は
①
通
常
は
2
時
間
以

上
（
2
時
間
未
満
は
ゼ

ロ
）
最
高
９
時
間
未
満

で
4
段
階
（
1
時
間
乃

至
2
時
間
単
位
）、
②

時
間
延
長
は
9
時
間
以

上
12
時
間
未
満
の
3
段
階
（
1
時
間
単
位
）。

食
事
、
入
浴
な
ど
の
費
用
は
別
途
徴
収
、
毎
日

一
人
ひ
と
り
の
時
間
や
入
浴
・
食
事
を
カ
ウ
ン

ト
す
る
。
病
気
な
ど
で
未
使
用
の
場
合
は
給
付

収
入
は
ゼ
ロ
。

　

日
中
の
就
労
時
間
中
心
に
保
育
必
要
量
の
認

定
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
と
、
子
ど
も
の
発
達

や
生
活
短
時
間
へ
の
配
慮
が
無
視
さ
れ
、
月
間

総
就
労
時
間
で
決
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
。
↓
夕
方
〜
夜
の
生
活
へ
の
対
応
へ
の
配
慮

も
な
く
、
時
間
で
預
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
。

３
．
児
童
福
祉
法
24
条
1
項
と
2
項
ー
保
育
所

と
認
定
子
ど
も
園
へ
の
市
町
村
責
任
の
大
き
な

違
い

　

保
育
所
の
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
保

育
保
障
は
市
町
村
の
責
任
、
認
定
子
ど
も
園
の

保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
保
育
は
親
の
責

任
。
児
童
福
祉
法
の
理
念
（
1
〜
3
条
）
違
反

と
な
る
。

４
．
夜
間
保
育
所
の
位
置
づ
け
は

　

制
度
的
位
置
づ
け
と
保
育
必
要
量
認
定
・
給

付
額
（
公
定
補
償
額
＋
保
育
料
）

①
児
福
法
24
条
1
項
の
市
町
村
責
任
の
意
義

＊
局
長
通
知
「
保
育
所
の
設
置
認
可
等
に
つ
い

て
」（
児
発
第
２
９
５
号
通
知
）と
局
長
通
知「
夜

間
保
育
所
の
設
置
認
可
等
に
つ
い
て
」

（
児
発
第
２
９
８
号
通
知
）
に
つ
い
て
。

②
夜
間
保
育
と
保
育
必
要
量
の
認
定

③
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
対
象
範

囲
と
夜
間
保
育
。

５
．
財
源
は
補
助
金
で
は
な
く
一
括
交
付
金
と

し
て
自
治
体
に
支
給

　

対
象
事
業
は
Ａ
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給

付
（
①
児
童
手
当
、
②
施
設
型
給
付
、
③
地

域
型
給
付
）」
と
Ｂ
「
地
域
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
事
業
（
保
育
料
軽
減
等
利
用
者
支
援
、

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
一
時
預
か
り
、

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問

事
業
な
ど
、
フ
ァ
ミ
サ
ポ
事
業
、
子
育
て
短

期
支
援
事
業
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、
延
長

保
育
、
病
後
児
保
育
、
妊
婦
健
診
、
特
別
支

援
事
業
等
13
項
目
を
法
定
化
）
で
あ
り
、
交

付
金
を
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
は
自
治
体

に
任
せ
ら
れ
る
。

Ⅱ　

関
連
3
法
の
改
善
課
題

１
．
児
童
福
祉
法
24
条
1
項
の
徹
底

①
「
保
育
を
必
要
と
す
る
（
保
育
に
欠
け
る
）」

子
ど
も
す
べ
て
を
対
象
に
す
る
よ
う
に
改
善
・

改
革

　

認
定
子
ど
も
園
（
特
に
幼
保
連
携
型
）
の
子

ど
も
に
も
児
福
法
24
条
1
項
を
適
用
し
、
市
町

村
責
任
が
及
ぶ
よ
う
法
案
の
改
善
な
ど
を
行
う
。

②
局
長
通
知
「
夜
間
保
育
所
の
設
置
認
可
等
に

つ
い
て
」（
児
発
第
２
９
８
号
通
知
）
は
現
行

ど
お
り
継
続
。

　

局
長
通
知
「
保
育
所
の
設
置
認
可
等
に
つ
い

て
」（
児
発
第
２
９
５
号
通
知
）
に
基
づ
く
保

育
所
と
同
様
な
位
置
づ
け
と
し
て
、
そ
の
特
殊

な
一
つ
の
タ
イ
プ
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
る
。

↓
保
育
所
（
通
常
の
保
育
所
、
夜
間
保
育
所
、

小
規
模
保
育
所
）

２
．
保
育
必
要
量
の
認
定
の
改
善
課
題

①
保
育
必
要
量
は
親
の
就
労
時
間
・
通
勤
時
間

だ
け
で
な
く
、
親
の
病
気
、
通
院
、
社
会
的
交

際
、
研
修
等
も
考
慮
し
子
ど
も
の
生
活
と
発
達

保
障
の
視
点
や
家
庭
育
児
と
集
団
保
育
と
の
望

ま
し
い
接
続
の
あ
り
方
と
い
う
視
点
か
ら
決
め

る
。
中
途
半
端
な
時
間
帯
の
帰
宅
で
は
な
く
、

夕
方
が
適
切
で
あ
り
８
時
間
程
度
を
ど
の
子
に

も
保
障
す
る
。
長
時
間
に
つ
い
て
は
11
時
間
程

度
、夕
方
〜
夜
に
関
わ
る
時
間
な
ど
に
つ
い
て
。

３
．
保
育
制
度
改
革
の
必
要
な
財
源
は

①
関
連
３
法
案
の
子
育
て
支
援
充
実
財
源
0.7
兆

円
〜
1
兆
円
と
は
量
の
拡
充
４
千
億
（
内
保
育

所
等
3
千
億
）
＋
質
の
拡
充
３
千
億
（
職
員
配

置
基
準
の
改
善
等
）

②
自
治
体
の
保
育
所
超
過
負
担
額
は

1
兆
３
６
９
４
億
円
（
内
保
育
料
軽
減

２
０
６
７
億
円
、
推
計
）

③
３
歳
以
上
児
の
保
育
料
の
無
償
化
は

７
千
９
０
０
億
円
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岐
路
に
立
つ
児
童
福
祉

《
子
ど
も
・
子
育
て
関
連
法
と
夜
間
保
育
の
課
題
》

三
俣
第
二
夜
間
保
育
園
理
事
長･

帝
京
大
学
教
授　

村
山　

祐
一  
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政
府
は
保
育
所
と

幼
稚
園
の
経
費
の
自

治
体
負
担
の
現
状
を

徹
底
調
査
を
す
る
こ

と
が
必
要

④
夜
間
保
育
の
特

殊
性
を
配
慮
し
た

給
付
額
を
決
め
る
。

４
．
施
設
型
給
付

等
個
人
現
金
給
付

制
度
を
ど
う
改
革

す
る
の
か
‥
個
人

給
付
（
保
育
料
軽

減
）
を
位
置
づ
け

つ
つ
現
行
制
度
の

拡
充
改
革

　

親
と
園
へ
の
両

立
支
援
の
拡
充
の

実
現
へ
Ａ
親
へ
の

給
付
制
度
（
１
個

人
給
付
）
＋
Ｂ
園

へ
の
補
助
金
制
度

（
２
人
件
費
補
助
＋

3
．施
設
整
備
補
助
）

◆
参
考
資
料
Ⅲ
―
２

　

国
基
準
保
育
所

運
営
費
と
自
治
体

の
運
営
費
総
額
（
推

計
）
の
比
較

　

国
負
担
は
自
治

体
の
保
育
所
運
営

費
予
算
の
１
割
強

（
12
％
）
に
過
ぎ
な

い
。
自
治
体
の
約
7
割
（
69
％
）
負
担
で
、

平
均
保
護
者
負
担
は
先
進
国
平
均
の
約
2
割

（
19
％
）

　

自
治
体
超
過
負
担
は
国
基
準
の
2.9
倍
の

1
兆
３
６
９
４
億
円
（
推
計
）
と
膨
大
。

A
は
子
ど
も
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
検
討
会
議
基

本
制
度
Ｗ
Ｔ
（
２
０
１
０
年
11
月
）
提
出
資
料

（
２
０
１
０
年
度
公
私
立
別
1
人
当
た
り
費
用

負
担
―
２
０
１
０
年
度
政
府
予
算
ベ
ー
ス
）
に

基
づ
き
費
用
総
額
を
算
出
し
た
数
値

B
は
村
山
科
研
自
治
体
調
査
デ
ー
タ
（
10
万
人

以
上
の
66
市
区
回
答
調
査
）
の
次
の
数
値
に
基

づ
き
、
保
護
者
負
担
率
と
運
営
費
総
額
に
占
め

る
国
庫
負
担
率
に
基
づ
き
、
自
治
体
の
保
育
所

運
営
費
総
額
の
状
況
を
推
計
。

⑴
自
治
体
平
均
保
育
料
は
国
基
準
額
の
73.6
％
に

軽
減
（
保
育
料
軽
減
率
26.4
％
）。
こ
の
数
値
で

保
護
者
負
担
額
を
推
計
。

⑵
２
０
０
８
（
平
20
）
年
度
当
初
予
算
額
に
お

け
る
保
育
所
運
営
費
総
額
（
公
立
、
私
立
を
含

む
）
に
占
め
る
国
庫
負
担
総
額
の
割
合
11.7
％
の

数
値
を
ベ
ー
ス
に
算
出
。

１．基本分保育単価

保護者負担最高で
３割以下

公費負担３／４ 事業者１／４公費負担
（国1／2、自治体1／2）

３．施設整備補助金制度２．民間給与
改善費の
拡充

（全額公費負担）

保育所運営費総計 保護者負担 国負担 自治体負担
A） 2010年度国予算ベース
 （自治体の独自予算額を除く）

1兆8473億円
100.0%

3兆0099億円
100.0

（国基準の1.62倍,
1兆1626億円増）

5762億円
19.1%

（国基準の73.6%減
 2067億円の減額）

3521.7億円
11.7%

2兆0816億円
69.2%

（国基準の2.9倍、
1兆3694億増額）

7829億円
42.4%

3521.7億円
19.1%

7122.3億円
38.3%

B） 2010年度国予算ベ－スに基づく
 自治体の保育所運営費総額負担
 状況推計値
 （村山科研調査2008年度データに
  基づく推計）

全
国
夜
間
保
育
園
連
盟　

平
成
25･

26
年
度
役
員
名
簿

◆
会　

長 

天
久　

薫

　

第
2
ど
ろ
ん
こ
夜
間
保
育
園　

園
長

　

理
事
長【
社
会
福
祉
法
人
四
季
の
会
】

◆
副
会
長
・
夜
保
連
事
務
局
長

 

枝
本　

信
一
郎

　

夜
間
保
育
所
あ
す
な
ろ　

理
事
長

　
（
社
会
福
祉
法
人
路
交
館
）

◆
役　

員 

高
橋　

修
一

　

す
い
せ
い
保
育
所　

園
長

　
（
社
会
福
祉
法
人
慧
誠
会
）

◆
役　

員 

片
野　

清
美

　

エ
イ
ビ
イ
シ
イ
保
育
園　

園
長

　
【
社
会
福
祉
法
人　

杉
の
子
会
】

◆
役
員 

金
子　

玲
子

　

も
ん
も
ん
保
育
園　

園
長
・
理
事
長

　
（
社
会
福
祉
法
人
徳
栄
会
）

◆
役　

員 

道
林　

信
郎

　

野
町
夜
間
保
育
園　

園
長
・
理
事
長

　
（
社
会
福
祉
法
人
野
町
保
育
園
）

◆
役
員（
新
） 

棚
木　

宮
子

　

け
い
わ
星
の
子
保
育
園　

園
長

　
（
社
会
福
祉
法
人　

敬
和
会
）

◆
役
員（
新
） 

堀
井　

隆
栄

　

第
２
や
く
お
う
え
ん　

園
長
・
理
事
長

　
（
社
会
福
祉
法
人
薬
王
園
保
育
所
）

◆
役
員（
新
） 

前
田
敬
四
郎

　

エ
ー
ル
保
育
園　

園
長

　
（
社
会
福
祉
法
人　

青
い
鳥
福
祉
会
）

◆
役
員（
新
） 

堀　
　

仁

　

高
松
第
二
保
育
園　

理
事
長

　
（
宗
教
法
人
勝
法
寺
）

◆
役
員（
新
） 

桑
原　

良
誓

　

島
地
シ
テ
ィ
夜
間
保
育
園　

理
事
長

　
（
社
会
福
祉
法
人　

蓮
華
園
）

◆
監　

事 

廣
本　

孝
夫

　

千
代
保
育
園　

園
長

　
（
社
会
福
祉
法
人　

あ
か
つ
き
会
）

◆
監
事（
新
） 

酒
井　

義
秀

　

小
倉
北
ふ
れ
あ
い
保
育
所【
夜
間
部
】

　
（
社
会
福
祉
法
人　

正
善
寺
福
祉
会
）

◆
全
国
夜
間
保
育
園
連
盟
顧
問
の
方
々

＊
金
戸　

述　

先
生　

社
会
福
祉
法
人
四
恩
学
園　

理
事
長

＊
信
ヶ
原　

千
恵
子　

先
生　

だ
ん
王
保
育
園　

園
長

＊
山
縣　

文
治　

先
生　

関
西
大
学　

人
間
健
康
科
学
部
教
授

＊
櫻
井　

慶
一　

先
生　

文
教
大
学　

人
間
科
学
部
教
授

　

今
後
と
も
ご
指
導
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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子
ど
も
・
子
育
て
関
連
３
法
案
と
保
育
制
度

改
革
の
ゆ
く
え
・
岐
路
に
立
つ
児
童
福
祉

《
資
料
編
》

Ⅰ
．
日
本
の
保
育
制
度
・
政
策
の
緊
急
課
題
に

つ
い
て
、

　

す
べ
て
の
乳
幼
児
期
の
こ
ど
も
に
、
一
定
水

準
以
上
の
保
育
を
等
し
く
保
障
す
る
た
め
に

は
、
国
や
自
治
体
の
責
任
で
保
育
環
境
を
整
備

し
、
保
育
の
一
定
水
準
の
確
保
（
現
物
給
付
）

と
だ
れ
も
が
安
心
し
て
保
育
を
受
け
る
こ
と
の

で
き
る
低
額
負
担
（
個
人
給
付
）
が
必
要
。
そ

の
た
め
に
は
、
当
面
次
の
4
つ
の
改
善
課
題
を

2
つ
の
視
点（
５
・
６
）か
ら
緊
急
に
取
り
組
み
、

ど
の
よ
う
に
総
合
的
に
改
善
す
る
か
の
道
筋
を

示
し
、
地
域
の
子
育
て
支
援
策
全
体
の
充
実
策

が
進
む
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

１
．
待
機
児
童
の
解
消
―
す
べ
て
の
子
ど
も
が

希
望
す
る
認
可
保
育
園
に
入
所
で
き
る
よ
う
に

☆
待
機
児
童
の
多
い
地
域
は
、
ひ
と
り
親
家
庭

や
パ
ー
ト
勤
務
等
社
会
的
弱
者
層
の
子
ど
も
の

入
所
が
困
難
に
な
り
、
格
差
拡
大
に
つ
な
が
り

か
ね
な
い
。

☆
国
の
待
機
児
童
の
定
義
は
は
第
一
希
望
し
か

記
入
し
な
い
場
合
と
自
治
体
の
指
定
し
た
認
可

外
施
設
に
預
け
て
い
る
場
合
は
待
機
児
童
と
し

て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
た
め
、
実
際
よ
り
少
な

い
数
字
と
な
る
。

☆
親
が
「
保
育
所
を
選
ん
だ
理
由
」（
複
数
回

答
）
の
ト
ッ
プ
は
「
自
宅
か
ら
近
い
」
が
約
７

割
強
（
73.9
％
）
と
ダ
ン
ト
ツ
。
２
番
は
「
希
望

す
る
年
齢
か
ら
預
け
ら
れ
た
」
２
割
（
23.1
％
）

と
低
い
（
厚
労
省
「
平
成
18
年
地
域
児
童
福
祉

事
業
等
調
査
報
告
」）。
保
育
所
は
子
ど
も
を
持

つ
親
の
地
域
性
を
ふ
ま
え
た
整
備
が
必
要
。

☆
待
機
児
童
が
増
え
て
い
る
中
で
、
公
立
保
育

所
が
激
減
し
て
い
る
。

２
．
子
ど
も
が
安
心
し
て
遊
び
・
食
事
・
休
息

で
き
る
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
と
保
育
者
の
配
置
等

保
育
環
境
の
整
備

☆
強
い
ら
れ
て
い
る
定
員
超
過
―
人
口
10
万
人

以
上
の
保
育
園
の
約
8
割

☆
狭
い
園
庭
で
保
育
室
以
外
の
ス
ペ
ー
ス
も
保

障
さ
れ
な
い

☆
保
育
園
開
所
時
間
は
約
12
時
間
だ
が
、
正
規

保
育
者
の
割
合
は
平
均
５
割
強
程
度
。　

３
．
ど
の
子
も
安
心
し
て
保
育
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
、
保
育
料
の
軽
減
等
が

必
要
。

☆
保
育
園
で
の
格
差
問
題
へ
の
真
剣
な
取
り
組

み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。「
生
活
や
育
児
に
困

難
な
問
題
を
抱
え
、支
援
や
援
助
必
要
な
家
庭
」

へ
の
対
応
し
て
い
る
保
育
園
約
7
割
、
1
園
平

均
約
５
家
庭
程
度
。「
家
庭
の
経
済
状
況（
収
入
・

借
金
・
ロ
ー
ン
）
の
深
刻
な
悩
み
あ
る
」
保
育

園
母
親
が
約
15
％
、
保
育
園
母
親
の
世
帯
収
入

４
０
０
万
円
以
下
が
約
3
割
。

☆
親
の
保
育
料
軽
減
の
ニ
ー
ズ
は
最
も
高
い
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
調
査
で
も
親
負
担
率
は
加
盟
先
進
国

平
均
2
割
程
度
。日
本
の
場
合
の
親
負
担
率（
国

ベ
ー
ス
）
は
、
幼
稚
園
55
％
、
保
育
所
（
３
歳

以
上
児
）
60
％
。

４
．
ゆ
き
と
ど
い
た
保
育
保
障
す
る
た
め
に
保

育
者
の
処
遇
や
賃
金
な
ど
労
働
環
境
の
改
善

☆
保
育
者
の
長
時
間
労
働
、
正
規
保
育
者
ほ
ど

休
憩
・
有
給
休
暇
取
り
に
く
い
。
そ
の
う
え
、

年
収
３
０
０
万
円
以
下
が
7
割
弱
（
幼
保
公
私

立
保
育
者
）。
広
が
る
保
育
ス
ト
レ
ス
と
保
育

へ
の
影
響
。

５
．
保
育
制
度
の
あ
り
方
は
子
育
て
・
保
育
文

化
や
人
々
の
子
育
て
・
保
育
観
の
基
礎
で
あ
り
、

大
き
く
影
響
す
る
。

☆
保
育
制
度
は
「
親
（
家
庭
）
―
子
ど
も
―
保

育
所
―
地
域
・
自
治
体
―
国
（
政
府
）」
の
関

係
の
あ
り
方
を
変
え
る
。

☆
子
育
て
・
保
育
文
化
や
子
育
て
・
保
育
観
は

「
親
（
家
庭
）
―
子
ど
も
―
保
育
所
―
地
域
・

自
治
体
―
国
（
政
府
）」
の
関
係
の
あ
り
方
（
諸

関
係
の
調
整
・
協
働
・
責
任
の
シ
ス
テ
ム
）
に

影
響
を
受
け
る
。

○
↓
保
育
所
が
地
域
に
定
着
し
、
自
治
体
と
国

が
支
え
ら
れ
て
い
る
関
係
の
中
で
の
、育
児
観
・

保
育
観
、

○
↓
国
の
決
め
た
給
付
額
を
一
方
的
に
与
え
ら

れ
、
点
在
す
る
保
育
施
設
を
親
が
さ
が
し
て
、

親
の
自
己
責
任
の
み
で
保
育
を
受
け
る
と
い
う

関
係
の
中
で
の
育
児
観
、
保
育
観

☆
保
育
制
度
の
ハ
ー
ド（
骨
格
）と
ソ
フ
ト（
運

用
）
の
あ
り
方
は
「
親
（
家
庭
）
―
子
ど
も
―

保
育
所
―
地
域
・
自
治
体
（
都
道
府
県
・
市
町

村
）
―
国
（
政
府
）」
の
諸
関
係
の
調
整
・
協
働
・

責
任
の
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
の
検
討
。

６
．
保
育
・
児
童
福
祉
制
度
の
岐
路
ー
児
童
福

祉
の
危
機
に
ど
う
立
ち
向
か
う
か

☆
保
育
と
教
育
の
分
離
、
教
育
・
学
校
の
強
調

で
乳
幼
児
期
の
独
自
性
の
軽
視
、
障
児
童
福
祉

の
理
念
の
形
骸
化
、

☆
3
歳
以
上
の
保
育
と
3
歳
未
満
児
の
保
育
の

分
断
の
危
険
性

☆
保
育
所
・
幼
稚
園
の
財
源
、
児
童
手
当
は
内

閣
府
所
管
、認
定
こ
ど
も
園
の
所
管
も
内
閣
府
。

民
間
児
童
館
補
助
金
の
廃
止
（
一
般
財
源
化
）、

国
立
児
童
館
と
し
て
の
子
ど
も
の
城
も
閉
館

等
。
厚
労
省
は
社
会
的
養
護
以
外
の
児
童
福
祉

行
政
か
ら
撤
退
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
？

　

児
童
福
祉
行
政
か
ら
国
の
責
任
を
大
き
く
後

退
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

☆
乳
幼
児
期
の
生
活
と
発
達
保
障
、
そ
の
独
自

性
を
ふ
ま
え
、
児
童
福
祉
の
理
念
を
ふ
ま
え
た

保
育
（
養
護
と
教
育
の
一
体
化
）
の
視
点
か
ら

保
育
制
度
の
あ
り
方
を
明
確
に
し
て
い
く
こ

と
。
児
童
福
祉
法
の
総
則
・
子
ど
も
の
権
利
条

約
の
理
念
を
ふ
ま
え
た
視
点
か
ら
の
制
度
づ
く

り
《
以
下
省
略
》

　

２
０
１
３
．
２　

村
山　

祐
一

　

こ
の
《
資
料
》
は
、
内
容
を
一
部
割
愛
し
て

い
ま
す
。
全
文
は
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

そ
ち
ら
を
ご
覧
下
さ
い
。
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２
０
１
２
年
度
全
国
夜
間
保
育
園

連
盟
園
長
総
会
報
告

　

平
成
25
年
３
月
４
日
㈪
東
京･

八
重
洲
ホ
ー

ル
で
。
園
長
総
会･
学
習
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

来
年
度
は
役
員
改
選
期
に
当
た
り
、
同
時
に

全
国
夜
間
保
育
園
連
盟
設
立
30
周
年
記
念
行
事

な
ど
が
あ
り
、
更
に
、
子
ど
も･

子
育
て
関
連

法
が
施
行
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
保
育
制
度
は

平
成
27
年
４
月
か
ら
根
本
的
な
制
度
改
正
が
実

施
さ
れ
る
。
…
我
々
が
30
年
に
渉
っ
て
積
み
上

げ
て
き
た
、
夜
間
に
保
育
を
必
要
と
す
る
親
子

の
保
育
保
障
は
ど
う
な
る
の
か
、
具
体
的
な
内

容
の
殆
ど
は
、
市
町
村
行
政
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
、
今
こ
そ
、
大
き
く
眼
を
開
け
て
、

制
度
の
ゆ
く
え
を
見
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
、
熱
心
な
討
議
が
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
二
部
で
は
、
『
子
ど
も･

子
育
て
関
連
法

を
学
ぶ
学
習
会
』
を
企
画
、
帝
京
大
学
教
授
・

三
俣
第
二
夜
間
保
育
園
理
事
長
の
村
山
祐
一
先

生
を
講
師
に
招
い
て
、
学
び
あ
い
の
時
を
持
ち

ま
し
た
。

２
０
１
３
年
度
全
国
夜
間
保
育
園

連
盟
園
長
総
会
の
ご
案
内

◆
日
時
：
平
成
25
年
６
月
７
日
㈮

午
前
11
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で

（
全
私
保
連
３
日
目
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
時
間
が

重
な
り
ま
す
が
‥
帰
路
ア
ク
セ
ス
の
関
係
で
、

こ
の
時
間
か
ら
の
開
催
と
な
り
ま
す
。
ご
了
承

く
だ
さ
い
）

◆
場
所
：
《
宮
崎
》
シ
ー
ガ
イ
ヤ
内
会
議
室
…

◆
昼
食
懇
親
会
を
、
シ
ー
ガ
イ
ヤ
コ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
内
【
四
季
乃
】
で
、
午
後
１

時
か
ら
午
後
２
時
ま
で
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
な
お
、
２
日
目
（
６
月
６
日
）
全
私
保
連
研

究
大
会･

第
10
分
科
会
の
参
加
者
懇
親
交
流
会

を
、
午
後
７
時
か
ら
設
定
し
て
い
ま
す
。
こ
ち

ら
も
ご
予
定
く
だ
さ
い
。

第
56
回
全
国
私
立
保
育
園
研
究
大
会

　

宮
崎
大
会
で
〝
夜
保
連
〟
が

第
二
群
分
科
会
10
を
担
当
し
ま
す
!!

◆
テ
ー
マ
〝
園
で
夕
食
を
食
べ
る
延
長
保
育
・

夜
間
保
育
利
用
児
の
育
ち
を
支
援
す
る
〞

◆
保
護
者
の
就
労
形
態
が
多
様
化
し
、
延
長
保

育･

夜
間
保
育
を
利
用
し
て
毎
日
『
園
で
夕
食

を
食
べ
る
子
ど
も
』
が
増
え
て
い
ま
す
。
認
可

夜
間
保
育
園
の
長
年
の
実
践
に
照
ら
し
て
、

そ
の
保
育
に
は
特
別
の
配
慮
が
必
要
に
思
え

ま
す
。

　

経
年
的
追
跡
研
究
を
踏
ま
え
、
夜
間
に
及
ぶ

保
育
に
必
要
な
保
育
内
容
と
、
そ
の
保
育
の
成

果
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
!!

＊
講
師
：
安
梅
勅
江
氏

（
筑
波
大
学
大
学
院
人
間
総
合
科
学
研
究
科
教
授
）

＊
担
当
：
全
国
夜
間
保
育
園
連
盟

　

沢
山
の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。
参
加
申
込
み
な
ど
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
、
私
保
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

〝
速
報
〞

　

エ
イ
ビ
イ
シ
イ
保
育
園
《
東
京
都･

新
宿
区
》

の
片
野
清
美
園
長
が
、
夜
間
保
育
園
を
続
け
て
30
年

の
功
労
に
よ
り
第
47
回
吉
川
英
治
文
化
賞
を
受
け
ら

れ
ま
す
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

編
集
後
記
：
事
務
局
便
り

　

〝
今
年
は
、
桜
前
線
が
例
年
よ
り
１
週
間
早

く
な
り
ま
す
〞
と
Ｔ
Ｖ
各
局
の
気
象
予
報
士
が

報
道
、
し
か
し
、
こ
の
と
こ
ろ
の
冷
え
込
み
で

以
外
に
桜
が
頑
張
っ
て
永
咲
き
し
そ
う
…
自
然

の
バ
ラ
ン
ス
力
は
偉
大
で
す
ね
！

　

さ
て
さ
て
、
年
度
末
、
ギ
リ
ギ
リ
で
す
が
、

機
関
紙
２
０
１
２
―
③
を
発
行
で
き
ま
し
た
。

　

２
０
１
３
年
度
園
長
総
会
を
、
全
私
保
連
研
究

大
会
に
あ
わ
せ
、
急
遽
宮
崎
で
開
催
す
る
こ
と
に

な
り
、
会
場
設
定
に
ア
タ
フ
タ
‥
在
宮
の
夜
間
保

育
園
・
よ
い
こ
の
も
り
第
２
保
育
園
・
石
井
先
生

と
名
鉄
観
光
の
ご
尽
力
で
サ
ン
ホ
テ
ル
と
同
価
格

で
シ
ー
ガ
イ
ヤ
会
議
室
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
大
会
で
、
夜
保
連
が
分
科
会
を
担
当
す

る
こ
と
で
、
様
々
な
保
育
関
係
者
の
方
に
《
夜

間
保
育
所
》
の
存
在
に
改
め
て
ま
な
ざ
し
を

向
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
心
か
ら
願
っ
て
い

ま
す
。
宮
崎
で
お
会
い
し
ま
し
よ
う
。

夜
保
連
事
務
局　

岡
戸
淳
子


